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日進市　法人市民税税率表

6

　※令和元年10月1日以降に開始する事業年度より 100

資本等の金額 従業員数

9号 50億円超 50人超 300万円

8号 10億円超50億円以下 50人超 175万円

7号 10億円超 50人以下 41万円

6号 1億円超10億円以下 50人超 40万円

5号 1億円超10億円以下 50人以下 16万円

4号 1,000万円超1億円以下 50人超 15万円

3号 1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円

2号 1,000万円以下 50人超 12万円

1号 1,000万円以下 50人以下 5万円

（注）

1.　「資本金等の額」とは、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条

　第17号の２に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっ

　ては純資産額）に、無償増資・無償減資等による欠損填補を行った金額を調整した

　金額を言います。

　　 ただし、調整後の「資本金等の額」が資本金および資本準備金の合算額又は出資

　金の額に満たない場合は、資本金および資本準備金の合算額又は出資金の額を「資

　本金等の額」とします。

　資本金等の額≧資本金＋資本準備金（又は出資金）→資本金等の額

　資本金等の額＜資本金＋資本準備金（又は出資金）→資本金＋資本準備金（又は出資金）

2.　「従業員数」とは、市内に有する事務所等、寮等の従業員（役員を含む。）の数の

　合計数をいいます。

〒470-0192
愛知県日進市蟹甲町池下268番地
日進市　総務部税務課　市民税係
電話　　0561-73-4094　（直通）

一覧表均等割
区　　　　　　分

標準税率（年額）
法人等の区分

○　法人税割の税率

○　均等割の税率
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